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第１章 中間検証の趣旨  

 本市水道事業は、人口減少や節水機器の普及などにより水需要が減少していること、昭和

40 年代から 50 年代にかけて布設した水道管が更新時期を迎えること、風水害や地震等の

自然災害に対する対応力の強化が求められることから、市民生活に欠かせないライフライ

ンでもある水道を持続的・安定的に供給していくため、令和元年（2019年）６月に、かい

づか水道ビジョン 2019を策定しました。 

 策定から５年が経過したことから、計画期間前期（令和元年度（2019年度）から令和５

年度（2023 年度）まで）の検証を行うとともに、計画期間後期（令和６年度（2024 年

度）から令和 10年度（2028 年度）まで）について、整理・検討を行います。 

 

1-① 中間検証する項目 

 中間検証する項目は次のとおりです。なお、括弧書きの頁数は、令和元年（2019 年）６

月に策定した、かいづか水道ビジョン 2019の該当頁を示しています。 

 

●給水人口等の検証 

 かいづか水道ビジョン 2019「４-①給水人口の予測」（43 頁）及び「４-②水需要の

予測」（44 頁）に記載された数値について、計画期間前期の検証を行い、計画期間後期

の見込みを示します。 

 

●業務指標の検証 

 かいづか水道ビジョン 2019「３-③安全な水の供給は保証されているか」（16 頁）、

「３-④危機管理への対応は徹底されているか」（23 頁）、「３-⑤水道サービスの持続性

は確保されているか」（32 頁）で分析した業務指標について、計画期間前期の検証を行

います。 

 

●具体的対策の検証 

 かいづか水道ビジョン 2019「第５章 具体的な取組み」（49 頁）に記載された取組

みについて、計画期間前期の検証を行い、計画期間後期の対策を再検討します。 

 

●投資・財政計画の見直し 

 かいづか水道ビジョン 2019 にとりまとめた計画期間中の「第６章 投資・財政計画」

（58 頁）について、計画前期の進捗状況を確認するとともに、それを踏まえ、計画後期

の投資状況を見直します。また、それに合わせて、計画後期の財政の見通しを再試算しま

す。 
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第２章 給水人口等の検証  

 かいづか水道ビジョン 2019 に掲げた給水人口を検証し、併せて計画期間後期の数値の

見込みを示します。将来の給水人口は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将

来推計人口（令和５年（2023 年）推計）」の人口予測を基に見込んでいます。 

 

２-① 給水人口 

 かいづか水道ビジョン 2019 の給水人口は、平成 27 年（2015 年）10 月に本市が策

定した「貝塚市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」の数値を基に算出しています。かい

づか水道ビジョン 2019 では、令和２年度（2020 年度）の給水人口を 87,157 人と予

測していましたが、平成 28 年度（2016 年度）以降、増減率のマイナス振れ幅が拡大し、

令和２年度（2020年度）時点では 84,742人まで減少し、予測を下回っています。また、

かいづか水道ビジョン 2019 では、令和７年度（2025 年度）の人口を 86,700 人と予

測していましたが、令和５年度（202３年度）時点で 82,146 人と予測を下回っています。 

これらのことから、計画期間後期の給水人口は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本

の地域別将来推計人口（令和５年（2023 年）推計）」の人口予測を基に見込んでいます。 

 

●当初の予測（かいづか水道ビジョン 2019） （43 頁）      （人） 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

ビジョン 87,248 87,157 87,064 86,973 86,882 

 

年度 R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028） 

ビジョン 86,791 86,700 86,446 86,192 85,938 

 

●実績                              （人） 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 85,935 84,742 83,594 82,962 82,146 

当初予測との差 △1,313 △2,415 △3,470 △4,011 △4,736 

 

●見込み                             （人） 

年度 R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028） 

見直し 81,460 80,773 79,946 79,119 78,292 

当初予測との差 △5,331 △5,927 △6,500 △7,073 △7,646 
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図表 2-a 給水人口の実績と見込み 
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２-② 水需要（１日平均配水量） 

 計画期間以前から、水需要は減少傾向が続いていました。計画期間前期では、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、手洗い等の回数が増加したことやテレワークにより在宅時

間が増加して水需要が増加に転じる局面もありましたが、期間を通じて予測値を下回って

います。計画期間後期においても、人口減少や節水機器の普及に伴う水需要の減少傾向は続

くものと見込まれ、当初の予測を下回ると見込んでいます。 

 

●当初の予測（かいづか水道ビジョン 2019）  （45 頁）      （㎥） 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

ビジョン 26,977 26,957 26,797 26,643 26,499 

 

年度 R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028） 

ビジョン 26,352 26,206 26,073 25,953 25,827 

 

●実績                              （㎥） 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 26,713 26,785 26,512 26,028 25,749 

当初予測との差 △264 △172 △285 △615 △750 

 

●見込み                             （㎥） 

年度 R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028） 

見直し 24,921 24,708 24,459 24,219 23,972 

当初予測との差 △1,431 △1,498 △1,614 △1,734 △1,855 
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図表 2-b １日平均配水量の実績と見込み 
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第３章 業務指標の検証 

 安全面・強靭面・持続面のそれぞれの成果を示す業務指標について、計画期間前期の実績

値（令和元年度（2019 年度）から令和５年度（2023 年度））を算定し、令和３年度（2021

年度）の類似団体平均、大阪府下平均、全国平均のデータと比較して検証します。 

評価に関しては、以下のとおり４段階で表現することとします。 

優 良 良 好 可 改 善 

!( ^o^ ) ( ^o^ ) ( ^_^ ) ( ^_^ ; ) 

 

3-① 「安全面」の成果を示す業務指標の状況（21 頁・22 頁） 

 

●無機物質濃度水質基準比率（％） 

【算 式】 （給水栓の当該無機物質濃度／給水栓数）／水質基準値 

【指標の意味】 
いわゆるミネラル分の割合。給水栓で、水質基準に定める６種類の無

機物質の基準値に対するそれぞれの無機物質最大濃度の割合 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 16.3 15.1 14.8 14.9 15.4 

 

目指す方向性 評価 

 
( ^o^ ) 

【分析】本指標の項目には、

津田浄水場原水に多く含ま

れている鉄やマンガン、浄水

処理薬品由来のアルミニウ

ムが含まれており、この数字

が低いということは、適切な

浄水処理が行われていると

いえます。 
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●水源の水質事故件数（件） 

【算 式】 水源の水質事故件数＝年間水源水質事故件数 

【指標の意味】 
年間の水源の有害物質（油、化学物質の流出など）による水質汚染の

件数 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 0 0 0 0 0 

 

目指す方向性 評価 

 
!( ^o^ ) 

【分析】計画期間前期を通じ

て、水源水質事故は発生しませ

んでした。水源の突発的水質異

常のリスクは低いといえます。 

 

●鉛製給水管率（％） 

【算 式】 鉛製給水管使用件数／給水件数 

【指標の意味】 鉛製給水管を使用している件数の全給水件数に対する割合 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 14.8 12.4 12.3 11.8 11.6 

 

目指す方向性 評価 

 
( ^_^ ; ) 

【分析】下水道工事に伴う水道

管移設時や老朽管布設替工事、

給水管漏水修理に併せて鉛製

給水管の取替えを進めていま

す。他団体よりも数字は高いで

すが、毎年、着実に減少させて

います。 
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3-② 「強靭面」の成果を示す業務指標の状況（30 頁・31 頁） 

 

●自己保有水源率（％） 

【算 式】 自己保有水源水量／全水源水量 

【指標の意味】 全水源水量に対する自己所有の水源水量の割合 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 

 

目指す方向性 評価 

 
( ^_^ ) 

【分析】万一の災害に備える

ためには複数の水源を確保

することは重要です。一概に

比較はできませんが、自己水

と受水のバランスは一定確

保できているといえます。 

 

●配水池の耐震化率（％） 

【算 式】 耐震対策の施された配水池有効容量／配水池等有効容量 

【指標の意味】 
配水池のうち高度な耐震化がなされている施設能力の全配水池能力に

対する割合 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 71.2 88.1 88.1 88.1 88.1 

 

目指す方向性 評価 

 
!( ^o^ ) 

【分析】計画期間前期を通じ

て、類似団体平均・大阪府下

平均・全国平均を上回る結果

となりましたが、引き続き耐

震化の取組みを進める必要が

あります。 
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●管路の耐震管率（％） 

【算 式】 耐震管延長／全管路延長 

【指標の意味】 
管路のうち耐震性のある材質と継手により構成された管路延長の全

管路延長に対する割合 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 31.2 31.8 33.0 33.8 34.5 

 

目指す方向性 評価 

 
!( ^o^ ) 

【分析】老朽管布設替え時に

耐震管に変更していることも

あり、近年上昇しています。

類似団体と比較しても高い率

を示していますが、引き続き

耐震管率の向上を目指して取

組みを進める必要がありま

す。 

 

●停電時配水量確保率（％） 

【算 式】 全施設停電時に確保できる配水能力／一日平均配水量 

【指標の意味】 
停電時に、発電機の使用や自然流下方式によって配水可能な一日当た

りの配水能力と一日平均配水量の比率 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 74.5 95.8 100.6 101.9 103.6 

 

目指す方向性 評価 

 
!( ^o^ ) 

【分析】計画期間前期におい

て、三ツ松受水場、三ケ山配水

場、木積中継ポンプ場、津田浄

水場に自家発電設備を設置

し、類似団体平均・大阪府下平

均・全国平均を上回る結果と

なりました。 
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3-③ 「持続面」の成果を示す業務指標の状況（41 頁・42 頁） 

 

●法定耐用年数超過管路率（％） 

【算 式】 法定耐用年数を超過した管路延長／全管路延長 

【指標の意味】 法定耐用年数を超過した管路延長の全管路延長に対する割合 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 22.9 23.1 22.6 22.3 22.6 

 

目指す方向性 評価 

 
( ^_^ ) 

【分析】現在は大阪府下平均

を下回っていますが、今後、

法定耐用年数を超過した管路

が急増する見込みであること

から、計画的に管路の更新を

進めていく必要があります。 

 

●管路の更新率（％） 

【算 式】 更新された管路延長／全管路延長 

【指標の意味】 
当該年度に更新された導・送・配水管の管路延長の前年度末における

導・送・配水管の全管路延長に対する割合 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 0.76 0.43 0.85 0.86 0.69 

 

目指す方向性 評価 

 
( ^_^ ) 

【分析】計画期間前期の平均

は、0.7２％でした。老朽化に

より漏水事故の発生が懸念さ

れる鋳鉄管などが約58km残

存しているなど、引き続き計

画的に管路の更新を進めてい

く必要があります。 
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●流動比率（％） 

【算 式】 流動資産／流動負債 

【指標の意味】 
流動資産の流動負債に対する割合。短期的な支払能力を簡易的に判断

する指標 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 511.8 450.6 495.3 469.1 407.1 

 

目指す方向性 評価 

 
( ^o^ ) 

【分析】流動比率は、全国平

均を下回っているものの、類

似団体平均、大阪府下平均を

上回っており、短期的な支払

能力については問題のない水

準にあります。 

 

●給水収益に対する企業債残高の割合（％） 

【算 式】 企業債残高／給水収益 

【指標の意味】 
企業債残高の給水収益に対する割合。企業債残高の規模と経営への影

響を分析するための指標 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

実績 277.1 339.8 342.0 288.6 279.0 

 

目指す方向性 評価 

 
( ^o^ ) 

【分析】計画期間前期の平均

は、305.3％となりました。

引き続き管路の更新事業等の

財源として企業債の活用を必

要としますが、次世代に大き

な負担を残さないことにも留

意する必要があります。 
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第４章 具体的対策の検証（49頁）  

 かいづか水道ビジョン 2019 では、国の「新水道ビジョン」にならい「安全」「強靭」「持

続」の３つの方向性から、主要施策の整理を行い、計画期間中に取り組む 20 の具体的な取

組みを掲げています。これらについて、計画期間前期の取組みを検証するとともに、計画期

間後期の対策を整理・検討します。具体的な取組みの体系は次のとおりです。なお、計画期

間後期において特に重点的に取り組む事業をアンダーバーで示します。 

 

4-①     安心して飲んでいただける安全な水道水の供給 

 （１）水源の保全と水質事故の防止 

 （２）浄水処理施設の効率的な運転 

 （３）水道水の信頼性の向上 

 （４）貯水槽水道の管理と直結給水方式の推進 

 （５）鉛製給水管の解消 

 

4-②     いつでも使っていただける水道水の確保 

 （１）現有水源の維持 

 （２）施設・管路の耐震化 

 （３）バックアップ能力の向上 

 （４）危機管理体制の充実 

 （５）応急給水能力の向上 

 

4-③     ずっと信頼していただける水道事業の確立 

 （１）施設・管路のメンテナンス 

 （２）施設・管路の計画的な更新 

 （３）経営基盤の強化 

 （４）職員構成の最適化と人材育成 

 （５）公正で適正な費用負担の検討 

 （６）お客さまとのコミュニケーション 

 （７）お客さまの利便性の追求 

 （８）地球温暖化対策の推進 

 （９）廃棄物の抑制とリサイクル 

（10）国際協力 
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4-①    安心して飲んでいただける安全な水道水の供給 

 （１）水源の保全と水質事故の防止  （50頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

 水質事故を防ぐため津田浄水場中央管

理棟の中央監視システムの能力を活用す

るとともに、各施設の監視カメラや赤外

線センサーの増設等、セキュリティー強

化に努めます。 

【計画期間前期の検証】 

 令和２年度（2020 年度）に木積中継

ポンプ場に監視カメラを新設するととも

に、蕎原浄水施設の監視カメラを更新し

ました。令和４年度（2022 年度）には、

蕎原中継ポンプ場の通信設備を更新しま

した。 

【計画期間後期の取組み】 

 引き続き、セキュリティー強化に努め

ます。 

 

 （２）浄水処理施設の効率的な運転  （50頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

浄水処理施設の効率的な運転に向けて

研究します。 

また、施設更新に伴い、処理工程ごと

に大幅に増設した水質自動測定装置を活

用し、より安全安心な水づくりに努めま

す。 

【計画期間前期の検証】 

 浄水処理施設については、洗浄時間の

削減や、使用薬品の規格見直しによる薬

品注入量の削減を行うなど、効率的な運

転に取り組みました。 

【計画期間後期の取組み】 

 引き続き、浄水処理施設の効率的な運

転に努めます。 

 

 （３）水道水の信頼性の向上  （50頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

水道法施行規則第15条に基づいた水

質検査計画を作成、公表します。さらに、

水質検査計画に基づいて実施した検査の

結果は、適切に評価した後にホームペー

ジ等で公表し、お客さまの安心につなが

るよう努めます。 

また、「水安全計画」を定期的に検証し

ながら、総合的な水質管理に努めます。 

【計画期間前期の検証】 

 毎年度水質検査計画を作成し、ホーム

ページ等で公表しました。水安全計画に

ついても、毎年度検証し、その都度改訂

しました。 

また、近年、有機フッ素化合物の一種

である PFOS（ペルフルオロオクタンス

ルホン酸）及び PFOA（ペルフルオロオ

クタン酸）が各地の水道水から検出され、
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飲用による人体への影響が懸念されてい

ます。国では令和２年度（2020 年度）

に水道水の水質管理目標設定項目とし

て、2項目合計で 50ng/L 以下との目標

値が示されました。本市では、水道水の

検査を自主的に実施し、すべての給水区

域において目標値以下であることを確認

しています。特に、自己水源である津田

浄水場の地下水及び蕎原浄水施設の河川

水については検出されておりません。 

【計画期間後期の取組み】 

 後期についても、前期同様に取り組み、

お客さまの安心につながるよう努めま

す。また、PFOS、PFOA についても定

期的に検査を実施し、その動向を注視し

ていきます。 

 

 （４）貯水槽水道の管理と直結給水方式の推進  （51 頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

ビルやマンションの貯水槽水道の設置

者に対し、適切な管理、検査の指導や施

設の立入を行うなど、給水栓まで一貫し

てお客さまに安全で安心な水道水をお届

けできるように努めます。加えて、直結

給水方式の普及、切替えを推進します。 

【計画期間前期の検証】 

 貯水槽水道の設置箇所の現状把握を行

いました。 

【計画期間後期の取組み】 

 貯水槽水道の設置者に対して、簡易専

用水道を管轄する環境衛生課とともに、

適切な管理のためのパンフレットを配布

し、衛生管理の PR に努めます。 

 

 （５）鉛製給水管の解消  （51頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

給水管はお客さまの個人財産ですが、

現在でも使用されている鉛製給水管の解

消に向け、個別の周知活動を行うなどの

取組みを進めます。 

【計画期間前期の検証】 

 鉛製給水管について、ホームページへ

の掲載を行い、周知に努めました。 

【計画期間後期の取組み】 

 お客さまの個人財産である鉛製給水管

について、引き続き解消に向けた周知活
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動を行うなどの取組みを進めるととも

に、鉛製給水管が多数残存する地域につ

いては、配水管とともに更新を計画する

など解消に向けた取り組みを進めます。 

 

4-②    いつでも使っていただける水道水の確保 

 （１）現有水源の維持  （52 頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

自己水源において取水量の低下が見ら

れた場合は、その回復に努めるほか、新

たな深井戸の掘削や導水管の整備を進め

ます。 

なお、蕎原浄水施設については、施設

の老朽化が進行していることなどから、

将来的に大阪広域水道企業団水に一元化

する計画としています。 

【計画期間前期の検証】 

 令和２年度（2020 年度）に深井戸の

掘替えを行い、取水量の確保に努めまし

た。 

【計画期間後期の取組み】 

 引き続き、取水量の確保に努めます。 

 

 （２）施設・管路の耐震化  （52 頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

水道施設と管路を耐震化することで、

地震に強い水道を目指し、ライフライン

の確保に努めます。水道施設及び管路の

耐震化には、多くの時間と費用が必要と

なるため、その緊急性や重要性に応じた

優先順位を設定し、計画的に実施します。 

配水池については、耐震診断の実施に

より耐震性を確認したうえで、適切な補

強対策を実施します。 

管路については、新設及び更新に合わ

せて、耐震性の高い管種を使用すること

で耐震化を図ります。 

【計画期間前期の検証】 

 令和２年度（2020年度）に東山配水場

No.2配水池、令和3年度（2021年度）

に三ツ松受水場 No.1受水池、令和５年度

（2023年度）に三ケ山配水場No.1配水

池の耐震診断を実施しました。東山配水

場No.2配水池、三ツ松受水場No.1配水

池はレベル２基準の耐震性を満たしてい

ましたが、三ケ山配水場No.1受水池は、

レベル2基準の耐震性を満たしていない

との結果となりました。 

 管路については、耐震性の高い管種を

使用し、計画的な管路の新設及び更新に

努めました。 

【計画期間後期の取組み】 

 レベル２基準の耐震性を満たしていな

いと判定された三ケ山配水場 No.1 配水
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池については、補強工事を実施します。

蕎原地区については、蕎原中継ポンプ場

からも直接配水できるように施設を整備

します。 

 管路については、効率的な耐震化が図

れるように計画を随時検討し、災害時に

おける有効なライフライン確保に努めま

す。 

 

 （３）バックアップ能力の向上  （52 頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

三ツ松受水場、三ケ山配水場、木積中

継ポンプ場に自家用発電設備を順次設置

します。 

また、津田浄水場は、停電時には浄水

施設の運転が停止し、配水ポンプにより

給水されている区域において減断水を招

く恐れがあること、さらには浄水場以外

の施設の運転状況が把握できない状況に

陥ることから、自家用発電設備の導入を

進めます。 

【計画期間前期の検証】 

 令和元年度（2019 年度）に三ツ松受

水場・三ケ山配水場・木積中継ポンプ場、

令和 2年度（2020 年度）に津田浄水場

に自家発電設備を設置しました。 

【計画期間後期の取組み】 

 計画期間後期においては、導入した設

備の適切な維持管理に努めます。 

 

 （４）危機管理体制の充実  （53 頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

近隣市町の水道事業者をはじめ、関係

団体との連携の強化を図ります。加えて、

現在有している各種災害対策マニュアル

については、定期的な研修・訓練を通し

て、その内容を適宜見直します。 

【計画期間前期の検証】 

 加圧式給水車、組み立て式応急給水タ

ンクを使った応急給水訓練を定期的に実

施しました。災害マニュアルについても、

適宜見直しを行いました。その結果、令

和３年度（2021 年度）の和歌山での水

管橋崩落事故、令和 5年度（2023 年度）

の能登半島地震の際は、迅速に応急給水

隊を組織し、加圧式給水車による応援給

水を実施することができました。 

【計画期間後期の取組み】 

 後期についても、前期同様に取り組み、



－ 17 － 

 

危機管理体制の充実に努めます。 

 

 （５）応急給水能力の向上  （53 頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

緊急時の応急給水に備えた給水拠点の

整備や備蓄品の確保に努めます。 

機動的な応急給水を実施するため、加

圧式給水車・加圧式給水タンクの整備や

各避難所への組み立て式応急給水タンク

の設置等を進めます。 

お客さまにおいても飲料水を備蓄いた

だくなど、協働・助け合いについての仕

組みづくりに取り組みます。 

【計画期間前期の検証】 

 令和２年度（2020 年度）に加圧式給

水車１台、令和元年度（2019 年度）と

令和２年度（2020年度）に組み立て式

応急給水タンクを２台ずつ購入しまし

た。 

 また、避難所における組み立て式応急

給水タンクの設置位置の検討や既存の受

水槽を給水タンクとして利用できるかな

どの調査を進めました。 

【計画期間後期の取組み】 

 災害対応事例を学び、それを踏まえて

応急給水能力の向上を図るとともに、災

害時の給水拠点となる津田浄水場などに

給水車用給水栓を設けるなど、必要とな

る機材の確保を進めていきます。 

 

4-③    ずっと信頼していただける水道事業の確立 

 （１）施設・管路のメンテナンス  （55頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

機械・電気・計装設備における保守点

検記録や修繕履歴、管路における漏水事

故の発生状況等のデータを利用してアセ

ットマネジメント手法を用い、今後の保

守点検計画に活用します。 

布設後50年を経過した管路について

は、点検回数を年3～6回に増やしてお

り、引き続きメンテナンスを行います。 

【計画期間前期の検証】 

 機械・電気・計装設備については、月例

点検・年次点検を実施し、点検記録を作

成しました。また、補修工事・更新工事の

計画を立て、工事を行いました。 

 管路については、漏水調査、住民通報

等の漏水箇所の把握・修繕を行い、漏水

事故による大規模断水等が発生しないよ

うに努めました。 

【計画期間後期の取組み】 

 後期についても、前期同様に取り組み、

施設・管路のメンテナンスに努めます。 
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 また、水道管の劣化・漏水診断にＡＩ

や人工衛星を活用し、漏水調査効率の向

上を図る手法について、今後、費用対効

果を考慮しつつ、調査・研究します。 

 

 （２）施設・管路の計画的な更新  （55頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

施設については、大規模災害に備える

ため、排水処理施設の更新等、さらなる

整備を進めます。機械・電気・計装設備に

ついても計画的に更新します。 

老朽管布設替事業では、事業運営が継

続できるよう経費の抑制を考えつつ、万

一の災害時に備えて市民生活への影響を

極力少なくするため対象管路を選択し、

計画的に更新を進めます。 

【計画期間前期の検証】 

 排水処理施設の更新については、令和

３年度（2021 年度）から令和 4 年度

（2022年度）にかけて基本検討を行い、

排水を下水道へ放流することが最適であ

るとの結果となりました。 

 老朽管布設替事業では、主要管路、重

要給水施設へのルートの計画的な更新を

進めました。 

【計画期間後期の取組み】 

 排水処理施設については、計画前期の

基本検討を踏まえ、令和６年度（2024年

度）から令和 7年度（2025 年度）にか

けて詳細設計、令和８年度（2026年度）

から令和 9年度（2027年度）にかけて

更新工事を実施します。また、老朽化が

進んでいる、三ツ松受水場、三ケ山配水

場の電気・計装設備関係の更新にも取り

組みます。 

 主要管路等だけでなく、口径 150 ㎜

未満の管路の更新や口径・配管ルートの

見直しを進めていきます。 

 

 （３）経営基盤の強化  （56 頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

水道施設の更新事業については国や府

からの補助金を積極的に活用するととも

に、資産の有効活用による新たな収入確

保の検討を進めます。 

【計画期間前期の検証】 

 令和２年度（2020 年度）に国からの

補助金を活用し、津田浄水場に非常用自

家発電設備を設置しました。 
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【計画期間後期の取組み】 

 資金の運用については、預金に加えて

新たに１年超の公共債で運用するなど、

より効率的な資金運用に努めます。 

 

 （４）職員構成の最適化と人材育成  （56頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

年齢及び勤続年数が偏ることのないよ

うに長期的な視点で職員を採用し、人材

育成と技術継承に努めます。 

【計画期間前期の検証】 

 職員採用試験において、従来の公務員

試験に代え、民間企業で広く採用されて

いる適性試験の SPI を導入し、公務員に

も民間企業にも興味がある学生を集めら

れるようにしました。 

【計画期間後期の取組み】 

 引き続き技術職員の採用に積極的に取

り組むとともに、OJT を中心とした人材

育成と技術の継承に努めます。 

 

 （５）公正で適正な費用負担の検討  （56頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

現在及び将来の料金負担の公平性の視

点に立って、経営状況などを情報公開し

ながら、料金の適正化に努めます。 

【計画期間前期の検証】 

 令和２年（2020年）５月から令和４

年（2022 年）4月にかけて、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に対する支援策

として水道料金の基本料金を 50％減額

しました。 

 令和元年（2019年）５月に策定した

「貝塚市水道事業経営戦略」をホームペ

ージにて公表するとともに、毎年度、水

道事業の決算の概要について掲載し、市

民への周知に努めました。 

【計画期間後期の取組み】 

 令和６年度に「貝塚市水道事業経営戦

略」を改定し、令和６年度から令和 15年

度までの経営の見通しを作成します。ま

た、その結果をホームページにて公表し
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ます。 

 

 （６）お客さまとのコミュニケーション  （56 頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

児童を対象とした津田浄水場の施設見

学会など場内の一部開放を今後も継続

し、市民の皆さまとの交流を図っていき

ます。 

お客さまの知りたい情報を広報かいづ

かやホームページ等に掲載します。 

【計画期間前期の検証】 

 小学校の社会科授業の一環として、施

設の見学の受入れを実施しました。また、

毎年 6月の水道週間には、市民見学会を

実施しました。 

 さらに、広報かいづかやホームページ

を活用し、積極的な情報発信に努めまし

た。 

【計画期間後期の取組み】 

 後期についても、前期同様に取り組み、

お客様とのコミュニケーションに努めま

す。 

 

 

 （７）お客さまの利便性の追求  （56 頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

クレジットカードや電子決済による水

道料金の収納についても検討します。 

【計画期間前期の検証】 

令和 2年度（2020 年度）にスマホ決

済を導入しました。 

【計画期間後期の取組み】 

 令和８年度（2026 年度）以降に

eLTAXを導入し、スマホ決済に加え、ク

レジットカードや電子決済による水道料

金の収納について検討します。 

また、スマートメーターを活用した自

動検針や、使用水量・料金などの情報を

スマートフォンで提供できるアプリの導

入について、今後、費用対効果を考慮し

つつ、調査・研究します。 

 

 （８）地球温暖化対策の推進  （57頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 
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温室効果ガス排出量の抑制に向け、電

気・燃料の使用量削減、水の有効利用、廃

棄物の減量化・リサイクルの推進等に引

き続き取り組みます。 

【計画期間前期の検証】 

 深井戸ポンプの 1つを小型のものに更

新し、電力量を削減しました。 

【計画期間後期の取組み】 

 後期についても、前期同様に取り組み、

地球温暖化対策の推進に努めます。 

 

 （９）廃棄物の抑制とリサイクル  （57頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

施設の効率的な運用により、浄水発生

土の更なる削減に努めます。 

建設副産物のリサイクル率100％を

維持します。 

【計画期間前期の検証】 

 排水処理の濃縮率を上げることによ

り、発生汚泥の含水率の低減を図り、発

生汚泥の削減を行いました。 

 建設副産物のリサイクル率 100％を

維持しました。 

【計画期間後期の取組み】 

 後期についても、前期同様に取り組み、

廃棄物の抑制とリサイクルに努めます。 

 

（10）国際協力  （57 頁） 

ビジョンで掲げた具体的対策 前期の検証と後期の取組み 

津田浄水場では、生物接触ろ過方式導

入後、海外から多数の見学者が来場して

おり、引き続きその受け入れに努めます。 

【計画期間前期の検証】 

 津田浄水場の見学のため、令和 4年度

（2022 年度）に 13 名、令和 5 年度

（2023 年度）には９名が、海外から来

場されました。 

【計画期間後期の取組み】 

 後期についても、前期同様に取り組み、

国際協力に努めます。 
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第５章 投資・財政計画の見直し  

 かいづか水道ビジョン 2019 にとりまとめた計画期間中の水道施設・管路の整備計画に

ついて、計画前期の進捗状況を確認するとともに、それを踏まえ、計画後期の投資状況を見

直します。また、それに合わせて、計画後期の財政の見通しを再試算します。 

 

５-① 投資計画（58 頁） 

（１）見直しの基本的な考え方 

 今回の見直しにあたっては、当初の計画で予定されている事業はすべて期間内に着手す

ること及び期間終了時における当初の目的値の変更を行わないことを前提とし、一部の事

業について、実施時期などを見直しします。 

 

図表 5-a 当初の施設整備計画（全体） 

 

 

（２）計画期間前期の検証と計画期間後期の取組み 

 計画前期を終えた時点での各事業の進捗状況は次のとおりです。 

 各項目の図表の上段は当初の計画、下段は、見直し後の計画に係るそれぞれの予定期間及

び投資額です。 

 

●深井戸掘替等  

 

 

      

（前期の取組み状況） 

 令和２年度（2020年度）に深井戸の掘替工

（後期の取組み予定） 

 計画期間後期においては、深井戸の適

事業項目 該当項目
R1

2019
R2

2020
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
R8

2026
R9

2027
R10

2028
投資額
（億円）

深井戸掘替等 現有水源の維持 1.8

配水池　耐震補強 施設・管路の耐震化 5.5

自家用発電設備　設置 バックアップ能力の向上 3.0

排水処理施設　更新 施設・管路の計画的な更新 13.0

電気設備等　更新 施設・管路の計画的な更新 5.0

老朽管布設替　更新 施設・管路の計画的な更新 43.7

事業項目
R1

2019
R2

2020
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
R8

2026
R9

2027
R10

2028
投資額
（億円）

深井戸掘替等 1.8
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事を完了しました。令和３年（2021年）1月

から、新しい深井戸での取水を開始し、自己水

の増量を図りました。 

切な維持管理に努めます。 

 

●配水池 耐震補強 

 

 

 

（前期の取組み状況） 

 令和２年度（2020年度）に東山配水場No.2

配水池、令和3年度（2021年度）に三ツ松受

水場No.1受水池、令和５年度（2023年度）

に三ケ山配水場No.1配水池の耐震診断を実施

しました。東山配水場No.2配水池、三ツ松受

水場No.1受水池はレベル２基準の耐震性を満

たしていましたが、三ケ山配水場の No.1配水

池は、レベル2基準の耐震性を満たしていない

との結果となりました。 

（後期の取組み予定） 

 レベル２基準の耐震性を満たしてい

ないと判定された三ケ山配水場 No.1配

水池については、補強工事を実施しま

す。残る耐震レベル2未対応の蕎原浄水

施設の配水池については、浄水施設も含

め老朽化が進んでいることから、緊急時

用に蕎原中継ポンプ場から直接蕎原配

水区に配水できるように令和６年度

（2024年度）に施設を整備します。 

 

●自家発電設備 設置 

 

 

 

（前期の取組み状況） 

令和元年度（2019年度）に三ツ松受水場・

三ケ山配水場・木積中継ポンプ場、令和 2 年

（後期の取組み予定） 

 計画期間後期においては、導入した設

備の適切な維持管理に努めます。 
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度（2020年度）に津田浄水場に自家発電設備 

を設置し、自然流下以外の施設には全て自家発

電設備の設置を完了しました。 

 

●排水処理施設 更新 

 

 

 

（前期の取組み状況） 

 令和３年度（2021年度）から令和 4 年度

（2022 年度）にかけて基本検討を行い、排

水を下水道へ放流することが最適であると

の結果となりました。 

 

（後期の取組み予定） 

 計画前期の基本検討を踏まえ、令和６年

度（2024年度）から令和7年度（2025

年度）にかけて詳細設計、令和８年度

（2026年度）から令和9年度（2027年

度）にかけて更新工事を実施します。 

 

●電気設備等 更新 

 

 

 

（前期の取組み状況） 

 計画期間前期においては、電気設備等の適切

な維持管理に努めました。 

 

 

（後期の取組み予定） 

 令和８年度（2026年度）に基本設計、

令和９年度（2027年度）に詳細設計、

令和10年度（2028年度）から令和11

年度（2029年度）にかけて更新工事を

実施します。 

 

 

事業項目
R1

2019
R2

2020
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
R8

2026
R9

2027
R10

2028
投資額
（億円）

排水処理施設　更新 7.6

事業項目
R1

2019
R2

2020
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
R8

2026
R9

2027
R10

2028
投資額
（億円）

電気設備等　更新 5.0
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●老朽管布設替 更新 

 

 

 

（前期の取組み状況） 

 主要管路、重要給水施設へのルートの計画的

な更新を進めました。 

 

（後期の取組み予定） 

 主要管路等だけでなく、口径150㎜未

満の管路の更新や口径・配管ルートの見

直しを進めていきます。 

 

（３）見直し後の施設整備計画 

 計画期間前期の検証と計画期間後期の取組みを踏まえ、施設整備計画を次のように見直

しました。 

 

図表 5-b 見直し後の施設整備計画（全体） 

 

  

事業項目
R1

2019
R2

2020
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
R8

2026
R9

2027
R10

2028
投資額
（億円）

老朽管布設替　更新 47.6

事業項目 該当項目
R1

2019
R2

2020
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
R8

2026
R9

2027
R10

2028
投資額
（億円）

深井戸掘替等 現有水源の維持 1.8

配水池　耐震補強 施設・管路の耐震化 5.5

自家用発電設備　設置 バックアップ能力の向上 3.0

排水処理施設　更新 施設・管路の計画的な更新 7.6

電気設備等　更新 施設・管路の計画的な更新 5.0

老朽管布設替　更新 施設・管路の計画的な更新 47.6
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５-② 財政計画（59 頁） 

●収益的収支の見通し 

 かいづか水道ビジョン 2019 における令和元年度（2019 年度）から令和 10 年度

（2028 年度）における収益的収支の見通しは次のとおりでした。 

 

図表 5-c 当初の収益的収支の見通し 

 

 

 当初の見通しでは、給水収益の減少が続く見込みである一方、支出面では、津田浄水場の

更新事業等の実施により増加した減価償却費が高い水準で推移すると見込みました。その

結果、令和３年度（2021年度）以降の収支均衡確保が困難となり、令和10年度（2028

年度）には、約２億４千万円の純損失が生じると見込んでいました。 

 

 中間検証時において、計画期間前期（令和元年度（2019年度）から令和５年度（2023

年度）まで）の決算値を反映させ、計画期間後期（令和６年度（2024年度）から令和10

年度（2028年度）まで）の収益的収支の見通しを再検討しました。 

 

 計画期間前期においては、令和２年（2020年）5月検針分から令和4年（2022年）4月

検針分まで新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援策として実施した水道料金の減

額（基本料金の50％）などにより、給水収益が減少しました。その結果、令和３年度（2021

年度）に約１億３千万円の純損失が生じるなど、当初の見通しよりも収支は悪化しています。

さらに、令和４年度（2022年度）以降の物価上昇等により、計画期間後期においては、支
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出の増加が見込まれることから、令和10年度（2028年度）には、約２億８千万円の純損

失が生じる見込みとなりました。 

 中間検証時において、見直した令和元年度（2019 年度）から令和 10 年度（2028 年

度）における収益的収支の見通しは次のとおりとなりました。 

 

図表 5-d 見直し後の収益的収支の見通し 
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●資本的収支の見通し 

 かいづか水道ビジョン 2019 における令和元年度（2019 年度）から令和 10 年度

（2028 年度）における資本的収支の見通しは次のとおりでした。 

 

図表 5-e 当初の資本的収支の見通し 

 

 

 当初の見通しでは、資本的収支では、水道ビジョン2019の投資計画を実施することによ

り資本的支出が増加し、計画期間の後半には補填財源残高、いわゆる内部留保資金がマイナ

スとなり、投資に充てる資金が不足すると見込んでいました。 

 

 中間検証時において、計画期間前期（令和元年度（2019年度）から令和５年度（2023

年度）まで）の決算値を反映させ、計画期間後期（令和６年度（2024年度）から令和10

年度（2028年度）まで）の資本的収支の見通しを再検討しました。 

 

 計画期間前期においては、投資計画に基づき、老朽管布設替事業や配水池耐震補強事業な

どに取り組んだ結果、管路・施設の耐震化や長寿命化、バックアップ能力の向上などの所要

の目的を達成しました。投資額については、配水池耐震補強事業において、東山配水場No.2

配水池、三ツ松受水場No.1受水池がレベル２基準の耐震性を満たしていたことから、耐震

補強工事を見送ることとなりました。その結果、資本的支出額が減少し、令和５年度末

（2023年度末）の補填財源残高は、想定より約５億円多くなりました。 

 計画期間後期においては、約13億円を投じて全面更新する予定であった排水処理施設に
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ついて、排水を下水道へ放流する手法に変更することで、耐震性を確保しながら投資額を約

５億円削減することができる見込みとなりました。これらの結果、計画期間後期の補填財源

の減少は、想定よりも緩やかなものとなりますが、令和10年度（2028年度）には、投資

に充てるための資金がほぼ枯渇する見込みです。 

 中間検証時において、見直した令和元年度（2019 年度）から令和 10 年度（2028 年

度）における資本的収支の見通しは次のとおりとなりました。 

 

図表 5-f 見直し後の資本的収支の見通し 

 

 

 急速な人口減少等に伴う水需要の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大など、水道

事業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、市民生活に欠かせないライフラインでもある

水道を持続的・安定的に供給するために、中長期的な経営の基本計画である経営戦略の見直

しや抜本的な改革等の取組みを通じ、経営基盤の強化と財務マネジメントの向上を図るこ

とが不可欠です。 

 今後におきましては、費用面ではアセットマネジメントの活用による施設のダウンサイ

ジングや新技術の導入による業務の効率化を図りつつ、さらなる経費の節減を図り、収益面

では水道料金の見直しなどを検討し、収支均衡に向けた取組みを進めていく必要があると

考えています。 
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